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－１．「道の駅」制度の概要 

１）「道の駅」とは 

（１）「道の駅」登録・案内要綱 

「道の駅」の登録開始（平成５年４月）に先立ち策定された「道の駅」登録・案内要綱（平

成５年２月 23 日建設省道企発第 19 号建設省道路局長通達）では、「道の駅」とは“地域の

創意工夫により道路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービスを提供する施設”と定め

ています。 

また、「施設構成」については、①休憩目的の利用者が無料で利用できる十分な容量の駐車

場（駐車台数概ね 20 台以上※）と、清潔な便所（便器数概ね 10 器以上※）を備えるととも

に、それらの施設及び施設間を結ぶ主要な歩行経路のバリアフリー化が図られていること、

②利用者に多様なサービスを提供する施設であって、道路及び地域に関する情報を提供する

案内所または案内コーナーがあるものが備わっていること、と規定しています。 

※各施設の概数は、「道の駅」登録・案内要綱の当面の運用方針による値を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「道の駅」のシンボルマークは、全体を木と家をモチーフにして構成しています。左側には、駐車場

と樹木 2 本を配置し、緑あふれる安らぎの空間をイメージしています。右側には、建物と人を表し

単なる駐車スペースではなく、案内、地域情報の発信等の機能を持っていることを意味しています。 

※資料：国土交通省公表資料（公式ＨＰ「道の駅案内」他） 

図－１．「道の駅」の整備イメージとシンボルマーク 

 

 

 

 

 

１．道の駅整備の概要について 

 

 

 

（２）特定交通安全施設等整備事業 

龍ケ崎市と道路管理者（今般の整備予定地については、国道６号藤代ＢＰを管理する国土

交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所）とによる一体型整備に当たっての道路管理者側

については、「特定交通安全施設等整備事業」として“駐車場、トイレ及び道路情報ターミナ

ル等”により構成する簡易パーキングエリアの整備が対象になります。 

なお、当該事業は、“主要な幹線道路のうち、夜間運転、過労運転による交通事故が多発も

しくは多発するおそれのある路線において、他に休憩のための駐車施設が相当区間にわたっ

て整備されていない区間に道路管理者が簡易パーキングを整備する場合”を採択基準として

います。 

 

種 別 
事業主体別の主な整備対象施設  

道路管理者  地元自治体  

休憩機能  
駐車場、休憩所、 

トイレ 

第２駐車場、休憩所、

トイレ、広場など 

情報発信機能 
道路情報提供施設、 

案内施設 

情報通信関連施設、

地理・地域情報案内

施設など 

地域振興機能 － 

特産物直売所、 

郷土料理店、会議室 

多目的広場など 

 

※道路管理者と地元自治体個々の整備対象施設や整備規模及び費用など、具体的な整備内容については

今後、実施する両者の協議、調整を踏まえ、確定していくこととなります。 

※資料：国土交通省道路局公表資料（公式ＨＰ「道の駅」（一部加筆）） 

図－２．道路管理者との一体型整備のイメージ 
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「道の駅」登録・案内要綱 

（目的） 

１．この要綱は、一定水準以上のサービスを提供できる休憩施

設を「道の駅」として登録し広く案内することにより、道路

利用者の利便性の向上と施設の利用促進を図り、安全で快適

な道路交通環境の形成並びに地域の振興に寄与することを目

的とする。 

（「道の駅」の基本コンセプト） 

２．本要綱において「道の駅」とは、地域の創意工夫により道路

利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービスを提供する施設

で、基本として次に掲げるサービス等を備える施設をいう。 

【設置位置】 

イ．休憩施設としての利用しやすさや「道の駅」相互の機能分担の観点から、適切な位

置にあること 

【施設構成】 

ロ．休憩目的の利用者が無料で利用できる十分な容量の駐車場※１と清潔な便所※２を備え

るとともに、それらの施設及び施設間を結ぶ主要な歩行経路のバリアフリー化が図ら

れていること 

※１ 十分な容量の駐車場とは、交通量・立地条件・施設内容等に応じて利用需要に対応できる

と認められるもので、駐車台数概ね 20 台（大型車用は２台分に換算）以上のものとする。 

※２ 十分な容量をもつ清潔な便所とは、水洗式便所で駐車場の規模に応じて利用需要に対応で

きると認められるもので、便器数が概ね 10 器以上のものとする。 

ハ．利用者に多様なサービスを提供する施設であって、道路及び地域に関する情報を提

供する案内所または案内コーナー※３があるもの（以下「案内・サービス施設」という）

が備わっていること 

※３ 案内・サービス施設は、駐車場から徒歩で２～３分以内に位置しており、一体的に利用可

能であること。また、利用者数の著しく少ない施設で案内・サービス施設に案内員を配置する

ことが困難な場合は、電話等により道路及び地域に関する問い合わせに応じられる体制が整っ

ていること。 

【提供サービス】 

ニ．駐車場、便所、電話は、24 時間利用可能であること 

ホ．案内・サービス施設には、原則として案内員を配置し親切な情報提供がなされること 

以下、省略 

※文中の「※」に対する記載は、当該要綱と同時に公表された「道の駅登録・案内要綱の当面の運用方針」に

よる具体的な整備目標等を示します。

 

 

２）重点「道の駅」制度 

「道の駅」制度を所管する国土交通省では、平成 27 年１月に「道の駅」を経済の好循環を

地方に行き渡らせる成長戦略の強力なツールと位置づけ、関係機関と連携して特に優れた取り

組みを選定し、重点的に応援する重点「道の駅」制度の創設、実施を公表しました。 

なお、平成 26 年度は、全国モデル「道の駅」については全国で６駅が、重点「道の駅」に

ついては同じく 35 駅（県内では「道の駅常陸太田」のみ）が、また、翌平成 27 年度には、

重点「道の駅」については 38 駅（県内では「道の駅常陸大宮」のみが追加指定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．道の駅整備の概要について 

※資料：平成 27 年 1 月 30 日づけ国土交通省道路局プレスリリース（重点「道の駅」の選定

について ～地方創生の核となる「道の駅」を重点的に応援します～） 

図－３．重点「道の駅」制度の概要 
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１．道の駅整備の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：平成 27 年 1 月 30 日づけ国土交通省道路局プレスリリース（重点「道の駅」の選定につい

て ～地方創生の核となる「道の駅」を重点的に応援します～（一部加筆）） 

図－４．平成 26年度重点「道の駅」の選定箇所 

※資料：平成 28 年 1 月 27 日づけ国土交通省道路局プレスリリース（重点「道の駅」の選定につい

て ～地方創生の核となる「道の駅」を重点的に応援します～（一部加筆）） 

図－５．平成 27年度重点「道の駅」選定箇所 
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３）これからの「道の駅」 

国土交通省では、「道の駅」については当初は通過する道路利用者へのサービスが中心であ

ったが、近年では農業、観光、防災及び文化など、地域の個性や魅力を活かした様々な取り組

みがなされていることを踏まえ、これからは“「地域の拠点機能の強化」と「ネットワーク化」

を重視し、「道の駅」自体が目的地となるように育てていく”ことを公表しています。 

また、「道の駅」は、「開かれたプラットフォーム」であるという特長を活かし、関係省庁な

ど様々な主体とも連携して、様々な施策を展開していくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．道の駅整備の概要について 

※資料：「国土交通省における農山漁村の活性化施策 ～「道の駅」を例にして～」（平成 25 年 11 月 国

土交通省（一部加筆）） 

図－６．国土交通省の取組方針等 
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－２．登録状況 

１）登録数の推移 

「道の駅」は、平成

28 年５月時点（第 45

回登録）までに 1,093

駅が登録されており、

制度が創設された平成

５年の 103 駅の 10

倍以上にまで増加して

います。 

なお、平成 16 年３

月と平成 25 年４月の

各１駅の減少は、登録

抹消によるものです

（「道の駅 茶処和束

(わづか)」（京都府）：

経営悪化、「道の駅山

崎」（兵庫県）：経営悪

化＋借地契約終了）。 

１．道の駅整備の概要について 

 

 

２）都道府県別の登録状況 

平成 28 年６月現在、茨城県内の「道の

駅」は、13 駅が登録、開業しています（次

ページ参照）。 

分布状況については、常陸太田市（２駅）

や常陸大宮市（２駅）などにより構成する

県北地域（６駅）と、古河市（１駅）や猿

島郡（２駅）などにより構成する県西地域

（４駅）に集中しています。 

なお、利根川を挟み接する千葉県内には、

47 都道府県の平均値である 23 駅を上回

る 27 駅が登録されています。 

また、両県内ともに整備予定地の全面道

路となる国道６号の沿道については、「道

の駅」の登録、開業の実績はありません。 
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※資料：国土交通省公表資料（「道の駅」登録一覧） 

図－８．「道の駅」の都道府県別の登録数 

「道の駅 常陸大宮～かわプラザ～」 
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※資料：国土交通省公表資料（「道の駅」登録一覧） 

図－７．「道の駅」の登録数と県内駅の登録時期 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．道の駅整備の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備予定地の最寄の「道の駅」は、平成 12 年月に登録、開業した「道の駅しょうなん」（千葉県柏市）

であり、国道６号から 2.5km ほど（走行時間約５分）の手賀沼に面した県道船橋我孫子線沿いに立地（整

備予定地の南西側約 15km、走行時間約 23 分）しています。 

次いでともに概ね 20km 圏の千葉県内には、国道 16 号沿いの「道の駅やちよ」（八千代市。平成９年

開業）と、首都圏中央連絡自動車道神崎 IC 近くの国道 35６号沿いの「道の駅発酵の里こうざき」（神崎町。

平成 27 年４月開業）が立地しています。 

なお、「道の駅」を所管している国土交通省では、平成 26 年度から重点「道の駅」制度に取り組んでお

り、「道の駅発酵の里こうざき」については“地域活性化の拠点となる優れた企画があり、今後の重点支援

で効果的な取り組みが期待できる”とされる重点「道の駅」に、また、「道の駅しょうなん」については“地

域活性化の拠点となる企画の具体化に向け、地域での意欲的な取り組みが期待できる”とされる重点「道

の駅」候補に指定されています。 

※資料（ベース図面）：「道の駅 旅案内全国地図[平成 28 年度版]」（平成 28 年３月 監修/道路整備促進期成同盟会全国協議会、発行/株式会社ゼンリン（一部、加筆）） 

図－９．整備予定地近傍における「道の駅」の分布状況 

※図中のオレンジ色のラインは、ベース図面の出版社側のお勧めドライブコースであり、加筆加工したものではありません。 
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－１．整備のコンセプトと基本的な方針 

道の駅設置推進検討会議での協議を踏まえ取りまとめられた「龍ケ崎市道の駅基本構想」（平

成 27 年 11 月（以下「基本構想」といいます））の基づく「道の駅」の整備コンセプト及び整

備機能などを以下に示します。 

 

１）「道の駅」整備の目的と基本コンセプト 

（１）整備の目的 

本市が整備する「道の駅」は、多種多様な地域資源を複合活用し、「まちの活性化と知名

度のアップ」を目的としています。 

 

■目的の設定に当たっての背景と目的 

茨城県南部に位置する本市には、国選択・県指定無形民俗文化財「撞舞
つくまい

」をはじめと

し、龍ケ崎コロッケ、龍ケ崎トマト、牛久沼といった豊かな自然や歴史・農産物・特産

品等の数多くの地域資源が存在します。 

しかしながら十分な情報発信や地域資源の活用がなされていないため認知度が低く、

それらの地域資源を活用した認知度の向上、交流人口の増加が課題であり、多くの地域

資源を活用し、賑わいの場の創出が必要です。 

そこで、本市を知ってもらう手段の一つとして「道の駅」の設置が考えられます。 

茨城県南部に位置する本市の立地を活かし、牛久沼の景観を有効活用し、道路利用者

にとっては東京方面から最初、東京方面への最後の休憩ポイントとして安らげる場を創

設することで道路利用者の休憩施設として寄与することが可能となります。 

また、道路利用者に対しては本市の存在アピールの場、市民にとってはこれまで知ら

なかった本市の魅力の発見の場として、牛久沼や農産物、特産品等の本市の魅力や情報

を一元的に提供し、発信することで認知度向上に繋げることが可能となります。 

基本構想より 

 

 

２．道の駅の整備方針・課題について 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基本コンセプト 

新たに整備ずる「道の駅」は、整備の目的や地域の特性を踏まえ、道路利用者や市民が様々

な地域資源に触れ、安らげる場の創出に向け「心に爽やかな風が吹き渡る龍ケ崎での安らぎ

と賑わいの場づくり」を基本（整備）コンセプトとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：「龍ケ崎市政策情報誌 未来
あ す

へ」（2016．５ 第 19 号 龍ケ崎市（一部修正）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備予定地 

整備予定地の位置 整備予定地の現状 
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２）整備機能 

今般の基本計画の策定作業において協議、検討の素案とする基本構想での各種整備機能を以

下に示します。 

（１）休憩機能 

牛久沼の豊かな自然を眺め、多くの人が心安らげる「快適な休憩の場」を整備します。 

ⅰ．広く停めやすい駐車場 

 道路利用者が 24 時間利用可能な駐車場を整備します。 

 駐車しやすいゆとりをもった駐車スペースを確保します。 

ⅱ．24時間利用可能な快適なトイレ 

 道路利用者が 24 時間利用可能なトイレを整備します。 

 誰もが安心して利用できるトイレを整備します。 

 日本トイレ大賞に選ばれるような、快適な空間を提供できるトイレを整備します。 

 災害時にも利用できるトイレの設置を検討します。 

ⅲ．牛久沼を眺められる、心安らげる休憩室 

 牛久沼を眺めながら道路利用者が安らげる休憩スペースを整備します。 

 市民が日常から離れ、休息できる場を提供します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

図－10．水辺の休憩スペース等の整備事例 

ⅳ．赤ちゃんの駅 

 赤ちゃんを連れていても安心して休息できる場を提供します。 

 赤ちゃんと父母問わず快適に授乳、おむつ替えできる場を提供します。 

 車の中にいた子どもが開放感を感じ、心も体もリラックスできる場を整備します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

２．道の駅の整備方針・課題について 

 

 

 

（２）情報発信機能 

道路利用者にために道路・交通情報をはじめとする各種情報発信の場と、本市の知名度

アップや茨城県の観光ゲートウェイとして「地域情報の発信の場」を整備します。 

ⅰ．道路情報の提供の場 

 事故情報や渋滞情報といった道路関連情報の提供の場を整備します。 

ⅱ．本市及び茨城県の玄関口としての県内観光関連情報の提供の場 

 本市や周辺市町村の観光関連情報の発信の場を整備します。 

 茨城県のゲートウェイとして県内情報の発信の場を整備します。 

ⅲ．様々な市内関連情報の提供の場 

 本市の行政情報を発信する場を整備します。 

 本市の魅力を再発見する場となるような情報提供の方法を検討します。 

ⅳ．防災情報の提供の場 

 災害関連情報や異常気象等に関する注意報や警報など、防災関連情報の提供方法を検討

します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

図－12．多様な情報提供の方法 

図－11．赤ちゃんの駅の整備事例 

ミニＦＭ局サテライトスタジオ 

コンシェルジュ 

ケーブルＴＶ局サテライトスタジオ 
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（３）地域連携機能 

市内や近隣地域で生産される農産物や特産品の販売や牛久沼の景観等、本市が持つ様々な

地域資源を活用し、「地域の元気を創る場」を整備します。 

ⅰ．消費者と生産者を結び、本市の魅力を伝える物販施設 

 市内や近隣地域で生産される農産物や加工品等を販売し、本市の魅力を発信できる場を

整備します。 

 生産、販売を通じて消費者と生産者の交流が生まれる場、生産者同士の交流の場となる

ような具体策について検討します。 

 実験店舗や期間限定店舗等、新たな商品展開を創出できる場の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

図－13．多様な販売手法等 

ⅱ．牛久沼を眺められ、地域の産品を活用した料理を提供する飲食施設 

 牛久沼の景観を眺め、水辺の爽やかな風を感じながら飲食できる場を整備します。 

 市内や近隣地域で生産される新鮮な農産物や物産品等を提供する飲食の場を整備します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

図－14．地域資源を活かした飲食店のイメージ 

２．道の駅の整備方針・課題について 

 

 

 

 

ⅲ．牛久沼を活用し、心安らげる場づくりやイベント等ができる賑わいの場 

 牛久沼の景観を眺め、利用者が心安らげる場を整備します。 

 広場など、水辺に親しむ場や賑わいの場の整備を検討します。 

 牛久沼水辺公園等の近隣施設との連動性を持たせる方法を検討します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

図－15．賑わいを生む仕掛の例 

ⅳ．大学と連携し、地域らしさを再発見できる場 

 大学と連携し、地域らしさを再発見する場を検討します。 

 市内にある大学のＰＲの場の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

図－16．大学生との連携のイメージ 

ⅴ．地元企業のＰＲ 

 地場産業をＰＲする場の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

図－17．地元企業をアピールするソフト・ハード両面からの取り組み 
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（４）防災機能 

災害時には、緊急消防援助隊をはじめとする支援部隊の集結拠点や帰宅困難者の支援の場

として貢献できる機能を整備します。 

 

■災害発生時に様々な角度から貢献できる施設 

 防災関連情報の提供の場を整備します。 

 災害時における緊急消防援助隊等の集結拠点になるよう整備方法を検討します。 

 被災時の帰宅困難者等の支援の場になるよう整備方法を検討します。 

 災害時でも水やトイレ、電気等を使用できる施設の整備を検討します。 

 

 

 

 

 

※加筆 

図－18．立地特性に応じた非常用設備の事例 

２．道の駅の整備方針・課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※整備予定地の浸水深は、「0.5ｍ未満」と想定されており、高さ１ｍ前後の盛土造成をすることで、防災説につい

ては建築物の２階レベルでなくとも一定の安全性が担保されます。 

※一部加筆・省略 

図－19．整備予定地の想定浸水深 

 

非常用浄水システム 非常用電源システム 

車中泊対応設備 
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－２．想定される整備に対する課題 

基本計画を策定するに当たり対処すべき事項を中心に、整備予定地に「道の駅」を整備する際

に想定される、取り組むべき主な課題を以下に示します。 

 

１）ハード（基盤及び建築・設備等）面 

（１）土地利用・施設配置計画等に当たって 

ⅰ．駐車場出入り口の位置 

駐車場の出入り口は、牛久沼東交差点をはじめとする整備予定地周辺における国道６号

の既存交差点との位置関係を勘案しながら屋外駐車場の法的規定である駐車場法施行令

（昭和 32 年政令第 340 号）への適合を基本としつつ、適宜検討、設定する必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．道の駅の整備方針・課題について 

 

 

 

ⅱ．谷田川３号指定区域の取り扱い（河川協議等の実施） 

整備予定地は、全域が河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第６条（河川区域）第１項

第３号に規定されている指定区域であるとともに、昭和 53 年５月 30 日づけの竜ヶ崎土

木事務所長宛 茨城県土木部長通達「谷田川のうち牛久沼における工作物等の許可基準の

改正について」の対象区域に含まれています。 

このような状況より河川区域内の土地の形質の変更（埋め立て区域の拡張や水面への浮

体物の設置の是非他）等に関する河川管理者（茨城県土木部河川課）との協議とともに、

各種受益者等の意向の把握に努める必要があります。 

 

河川法（原則、抜粋） 

（河川区域） 

第６条 この法律において「河川区域」とは、次の各号に掲げる区域をいう。 

３ 堤外の土地（政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む）の区域のう

ち、第１号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定し

た区域 

第３節 河川の使用及び河川に関する規則 

第１款 通則 

（流水の占用の許可） 

第 23 条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の

許可を受けなければならない。 

（土地の占用の許可） 

第 24 条 河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管

理者の許可を受けなければならない。 

（土石等の採取の許可） 

第 25 条 河川区域内の土地において土石を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところに

より、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河

川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。 

（工作物の新築等の許可） 

第 26 条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交

通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 

（土地の掘削等の許可） 

第 27 条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行

為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、

河川管理者の許可を受けなければならない。 

図－20．整備予定地周辺の道路状況 
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図－21．浮体・突き出し施設等の事例 

 

 

 

 

 

図－22．可動式施設等による水面の活用事例 

２．道の駅の整備方針・課題について 

 

ⅲ．龍ケ崎市公共下水道区域への編入 

農業用水や漁場などとして利用されている牛久沼では、その水質保全を図るため、水質

目標と総合的な水質保全対策を定めた牛久沼水質保全計画を策定し、各種対策が実施され

ています。 

また、整備予定地は、市街化調整区域ではあるものの、佐貫駅周辺を中心とする市街化

区域に近接しています。 

このような状況を踏まえ、「道の駅」から排出される汚水排水処理の確実性の担保を目的

として整備予定地の公共芸水道区域への編入に向けた調整を行う必要があります。 

 

ⅳ．上水道供給施設の整備スケジュール 

龍ケ崎市内の上水道は、利根川及び霞ヶ浦を水源とする茨城県南水道企業団（給水区域 

龍ケ崎市、牛久市、取手市及び利根町）に供給されており、整備予定地周辺については国

道６号を挟んだ東側のボーリング場まで給水菅（50ｍｍの塩化ビニル菅）が敷設されてい

ます。 

ただし、整備予定地周辺については、国道６号の西側への給水菅等の敷設は成されてい

ないことから、給水の是非とともに、給水ルート（国道横断の可否を含みます）や「道の

駅」の開業予定に併せた給水菅等敷設の整備スケジュールなどについて企業団側と協議、

調整する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－23．整備予定地周辺の給水施設の整備状況 
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（２）敷地の造成に当たって 

ⅰ．軟弱地盤対策の検討 

整備予定地の現況地盤高は、前面道路である国道６号の現況道路高を 0.6ｍほど下回って

おり、「道の駅」用地として宅地的な利用を図るためには、当該国道の路面（雨水）排水の

敷地内への流入の回避を目的とした盛土造成（概略盛土高約１ｍ）を行う必要があります。 

また、敷地内には、地域振興施設やトイレなどの建築物を整備することとなります。 

新たな「道の駅」の開業に当たっては、このような各種工事が必要となりますが、整備

予定地の地質については近傍での調査結果より軟弱地盤であることが予測され、不当沈下

等による竣工後の各種施設への支障を回避すべく、国道及び護岸への影響にも配慮しなが

ら軟弱地盤対策を検討する必要があります。 

 

 

ⅱ．護岸の現状確認 

牛久沼の整備予定地周辺の護岸は、竣工後、概ね 50 年が経過しており、一部について

は損壊していることが確認されています。 

よって、基本構想では、防災拠点機能を合わせ持つ「道の駅」としていることから耐震

性能とともに、盛土造成に耐え得る強度を有しているか、調査、確認する必要があります。

２．道の駅の整備方針・課題について 
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２．道の駅の整備方針・課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※写真撮影 平成 28 年５月 

図－24．整備予定地の現状 
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２）ソフト（関連協議・体制づくり等）面 

（１）周辺地域との連携 

ⅰ．牛久沼流域における水質保全計画の推進 

後発施設となる本「道の駅」の既存施設との差別化や魅力づけに当たっては、牛久沼の

活用が極めて重要な役割を担うものと捉えられます。 

しかし、現状における牛久沼は、水浴び等が制限され、小貝川を管理する茨城県では平

成 28 年度を最終年度とする「第３次牛久沼水質保全計画」（平成 25 年３月 茨城県）を

策定し、水質の改善に取り組んでいます。 

今後、新たな「道の駅」を拠点としながら周辺地域ともども賑わいや活力を持続的に発

展し続け、また、全域を含む本市の知名度の向上を図るためには、地域の宝である牛久沼

の水質改善に取り組んでいく必要があります。 

 

ⅱ．牛久沼周辺地域による観光関連施策の連携 

牛久沼は、本市をはじめ、牛久市、つくば市など複数の自治体に取り囲まれており、沼

周辺の観光・レジャー施策等については自治体個々で取り組んでいます（本市の牛久沼水

辺公園、牛久市の牛久沼かっぱの小径や観光アヤメ園、取手市の小貝川サイクリングロー

ド、つくば市のロボット特区（特にモビリティロボット実験特区）など）。 

新たな「道の駅」は、これら周辺地域の中で唯一、沼と国道に挟まれた高い集客効果と

交通利便性を有しており、ここを中心拠点とした周辺地域への波及効果をより効果的に発

揮するためには、牛久沼周辺地域として一体的な取り組みを展開することが望まれます。 

 

ⅲ．茨城県南地域の連携 

本「道の駅」は、前面道路となる国道６号については都心と仙台市とを結ぶ広域的幹線

道路として機能しており、また、北東側には首都圏中央連絡自動車道の牛久阿見ＩＣ（整

備予定地から走行距離約 11km、所要時間約 19 分）が供用しており、高い広域交通利便

性を有することとなります。 

また、本市は、茨城県の南端部付近に位置しており、基本構想においても茨城県のゲー

トウェイ機能を担うことが盛り込まれています。 

このような状況より本「道の駅」は、前項までに示した内容をも勘案し、茨城県の南部

地域を中心に捉えた広域的な活性化等への貢献が期待できます（行政区域に捉われない出

荷体制等の確立により、品揃え等については県南ブランドの立ち上げ、育成を、また、提

供メニューについては各地域の地場食材を使った郷土料理などを積極的に取り組んでいく

など）。 

 

 

 

 

ⅳ．「ちばらき連絡会」等、「道の駅」間の連携 

前述したとおり「道の駅」は、平成 28 年６月現在、1,093 駅が登録されており、県

内では、県内の「道の駅」で構成する「道の駅」茨城県ブロック連絡会による共通商品開

発プロジェクト（「なめてみそ納豆みそ」など）に取り組んでいます。 

また、利根川を挟む茨城県と千葉県の東側地域に点在する６駅（茨城県/「道の駅たま

つくり」、「道の駅いたこ」、千葉県/「道の駅水の郷さわら」、「道の駅くりもと」、「道の駅

多古」及び「道の駅オライはすぬま」）は、「道の駅」ちばらき連絡会を結成し、「茨城空

港と成田空港を結ぶ「道の駅」お立ち寄りの旅 推奨事業」や共通商品の開発などに取り

組んでいます。 

なお、本「道の駅」の近傍にも、ともに千葉県内の「道の駅しょうなん」（手賀沼沿い

の近似した立地特性）や「道の駅発酵の里こうざき」（首都圏中央連絡自動車道の IC 直近

の近似した広域交通利便性）が開業しています。 

このような状況を踏まえ、本「道の駅」が長期的に持続的に発展し、当初の整備目的が

発揮させ続けていくためには、競合施設として捉えるのではなく、機能連携と役割分担と

が支える広域連携体制の確立が望まれます。 

２．道の駅の整備方針・課題について 
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２．道の駅の整備方針・課題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図－25．「道の駅」の連携事例 
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（２）関連計画等との整合 

ⅰ．新ふるさと龍ケ崎戦略プラン等への盛り込み 

牛久沼のほとりに位置する「道の駅」は、整備目的である地域の活性化や知名度の向上

をはじめ、交流人口の拡大に伴う身近な雇用の場や生きがいの場及び地域に暮らす誇りの

醸成・認識の場などとして地域社会において重要な役割を担うことが期待されます。 

この新たな交流拠点が、その役割を十分に発揮しながら将来的にも継承、発展し続けて

いくためには、より多くの人々がこの役割とその重要性を共有しつつ、拠点機能のより計

画的、効果的に維持、拡大し得るよう、各種まちづくり関連計画（ふるさと龍ケ崎戦略プ

ランや都市計画マスタープラン他）等に位置づける必要があります。 

 

ⅱ．地域防災拠点としての位置づけ 

平成 16 年の新潟県中越地震以降各地の「道の駅」は、大規模災害時における災害対策

拠点としての役割を担っており、基本構想においても防災機能を兼ね備えることが盛り込

まれています。 

また、前面道路である国道６号は、第一次緊急輸送道路として位置づけられていること

をも踏まえ、その役割とこれに応じて備えるべき機能、設備等を明らかにした上で、関連

する地域防災計画等に新たな拠点として位置づける必要があります。 

 

 

２．道の駅の整備方針・課題について 

 

（３）地域ブランド戦略の実践 

本市では、「龍ケ崎ブランドアクションプラン」（平成 27 年７月 龍ケ崎市）に基づき、定

住人口の拡大に向け、特産品ブランド、暮らしブランド及び観光ブランドといった各方面か

らの地域ブランド戦略に取り組んでいます。 

新たに整備する「道の駅」は、地域の特産品等を直接見て、触れて、食べる場であると同

時に、消費者の意見や感想を把握する場としての機能も期待でき、今後のブランド戦略上、

重要な役割を担うこととなります。 

よって、整備目的の一つである「地域の活性化」の一環としての各種地場産業の活性化に

向け、地域社会におけるブランド戦略（公的施設での物販の必要性あるいは拠り所等）の実

践拠点としての位置づけを明らかにする必要があります。 
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－１．重点「道の駅」の取組例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※資料：平成 27 年 11 月 17 日づけ国土交通省道路局プレスリリース（平成 27 年度 重点「道の駅」企画提案募集 ～地方創生の核となる「道の駅」を重点的に応援します～） 

図－26－１．重点「道の駅」の取組例 

参考資料 
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参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：平成 27 年 11 月 17 日づけ国土交通省道路局プレスリリース（平成 27 年度 重点「道の駅」企画提案募集 ～地方創生の核となる「道の駅」を重点的に応援します～） 

図－26－２．重点「道の駅」の取組例 
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－２．これからの「道の駅」の取組例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※資料：平成 28 年５月 10 日づけ国土交通省道路局プレスリリース（「道の駅」の第 45 回登録について ～今回 14 駅が登録され、1,093 駅となります～（一部加筆）） 

図－27．熊本地震の被災地を支援する「道の駅」 
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